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 議 題 
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 結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

（１）令和２年度教職員定期人事異動方針について        承認 

   （２）令和２年度小中学校入学式等儀式実施計画について     承認 

（３）令和２年度学校給食給食実施計画について         承認 

（４）令和２年度全国学力・学習状況等調査への参加について   承認 

（５）当面の諸課題について  

      

 

 ３ 連絡事項   

  （１）行事予定表について  

  

 

４ その他        

 

 

  

 

  

 

                                        

 

 

 

 



令和元年１０月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和元年１０月２９日（火） 

 午前１０時００分 

場所 扶桑町立高雄小学校 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）令和元年度教職員定期人事異動方針について（別紙１）を説明し

ます。 

 丹葉地方教育事務協議会の１０月会議において、令和２年度教職員定

期人事異動方針が認められました。始めに愛知県教育委員会が示した令

和２年度教職員定期人事異動方針では、県民の信託に応えて本県公立学

校教育の一層の充実・振興を図り、学校に清新の気風を醸成し、教職員

の教育意欲を高揚するため、基本方針に基づいて定期人事異動を実施す

るとなっております。次のページには、令和２年度教職員定期人事異動

実施要領に人事異動方針の実現を図るための要項があります。次に、学

校事務職員についても、令和２年度県費負担市町村学校事務職員人事異

動方針と令和２年度県費負担市町村学校事務職員人事異動実施要領が

あります。次に、学校栄養職員についても令和２年度県費負担市町村学

校栄養職員人事異動方針と令和２年度県費負担市町村学校栄養職員人

事異動実施要領があります。 

 丹葉地方教育事務協議会からの説明では、令和２年度愛知県教育委員

会の定期人事異動方針に基づき、内申権者として人事異動事務を行いそ

の結果を基に、愛知県教育委員会に人事内申をするとなっております。

扶桑町においても校長の意見を聞いて愛知県教育委員会に人事内申を

示していきます。 

 先日、丹葉地方教育事務協議会で令和２年度教職員定期人事異動方針

が承認されました。基本的には県と同様で、実施要領では、①同一校の

校長及び教頭の同時異動を行わない｡②同一校勤務２年未満の校長及び

教頭については、異動を行わない｡ 

 教員人事では、小中学校の学校種別間交流ならびに広域的人事交流を

犬山・扶桑・大口・江南・岩倉の３市２町で進める。 

 また、同一校の継続勤務年数の基準を、①一般教員の同一校の継続勤

務年数を１０年までとし、特別の事情のない限りこの間に適切な異動が

行われるようにする。②新任教員にあっては、特別の事情のない限り赴
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任校の継続勤務年数を６年までとする。③同一校継続勤務３年未満の者

については、特別の事情のない限り異動の対象としない。 

 教員の異動希望、勤務条件の是非等への対応、その他異動の条件につ

いては、①通勤時間は、片道おおむね１時間３０分が上限になるように

配慮する。②同一校内職員の婚姻に際しては、転任について特別の配慮

をする。 

 県費負担学校事務職員、県費負担学校栄養職員の人事異動方針及び実

施に係る要領については、愛知県教育委員会が示した令和２年度の県費

負担市町村立学校事務職員、県費負担市町村立学校栄養職員の人事異動

方針及び実施要領のそれぞれに準ずるとなっています。 

 以上おおよそ昨年と変更はありません。扶桑町においてもこれに基づ

いて内申を作成していきます。 

（１）令和２年度教職員定期人事異動方針について、ご質問等ございま

せんでしょうか。 

 それでは、愛知県教育委員会と丹葉地方教育事務協議会の方針に則っ

て、扶桑町の人事をすすめていく形での承認でよろしいでしょうか。 

 はい。 

 次に（２）令和２年度小中学校入学式等儀式実施計画についてお願い

いたします。 

 来年度の儀式についてでございます。小学校の入学式は４月６日

（月）、小学校の始業式は４月７日（火）、中学校の入学式・始業式は４

月７日（火）で、２学期制の扶桑町では７月２１日（火）から夏休みに

入り、１０月９日（金）が前期の終業式になります。１０月１２日（月）

が後期の始業式でございます。冬休みは１２月２４日（木）から、１月

７日（木）が授業開始日です。また、３月３日（水）が中学校の卒業式、

３月１９日（金）が小学校の卒業式で、３月２４日（水）が小中学校の

修了式となります。 

 ご質問等ございますでしょうか。他にないようですので、令和２年度

小中学校入学式等儀式実施計画についてはこの案でよろしいですか。 

 はい。 

 次に（３）令和２年度学校給食実施計画についてお願いいたします。 

 ただ今説明されました儀式等実施計画に基づきまして、給食実施計画

を立案しております。前期・後期に分けてご説明させていただきます。

給食開始は、入学式・始業式に伴いまして、中学校は４月８日（水）の

開始、小学校は２年生から６年生は４月８日（水）、１年生は、翌日４

月９日（木）の開始を予定しております。また、７月２０日（月）まで

原則として毎日、夏休み明け、９月１日（火）から開始して前期終業式



 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

 

教育委員 

指導主事 

教育長 

 

１０月９日（金）まで実施し、後期は始業式１０月１２日（月）から再

開し、１２月冬休み前１２月２３日（水）まで給食実施し、冬休み明け

１月７日（木）から給食を再開し、中学校３年生につきましては３月３

日（水）卒業式前日まで、小学校６年生につきましては３月１９日（金）

前日まで、他の児童生徒につきましては３月２４日（水）修了式まで給

食を実施します。最終日は、３月２４日（水）になっております。給食

実施日数は、２００日になります。 

 よろしくお願いします。 

 ご質問等ございますでしょうか。ないようですので、令和２年度学校

給食実施計画についてはこの案でよろしいですか。 

 はい。 

 では、次に（４）令和２年度全国学力・学習状況等調査への参加につ

いてお願いします。 

 本年度の結果につきましては、今年の１２月号広報に掲載させていた

だきます。成績につきましては、ほぼ例年どおりで概ね良いと思います

が、今年は小学校が少し上向き、中学校が少し下がっております。来年

度につきましては、４月１６日（木）を予定しております。今年は、英

語があって大変でしたが無事終えることができました。なお今後の予定

につきまして来年度は、小学校は算数と国語、中学校は数学・国語とな

っています。令和３年度は、４月２０日（火）で、国語、算数・数学に

加えて理科が加わります。 

 ただ今、説明がありましたが何かご質問があればお願いします。ない

ようですので、それでは、来年度全国学力・学習状況等調査に参加して

いくということでよろしいでしょうか。 

 はい。 

 それでは、次に（５）当面の諸課題についてお願いいたします。 

１．扶桑町教育委員会 

 基本理念は、「ともに支えあい、学びあい、未来へつなぐ扶桑の人づ

くり」とし、未来へつなぐ教育委員会を続けてめざしたいと思います。 

２．学校教育 

 １０月１５日（火）後期が開始して、どの学校も無事スタートしてお

ります。 

 学校訪問は１１月７日（木）柏森小学校を皮切りに、１１月２１日（木）

扶桑北中学校、１１月２８日（木）山名小学校と続きます。よろしくお

願いします。柏森小学校の指導案等届いていますのでお渡しをします。 

３．生涯学習 

 スポーツの秋、文化の秋ということで、１１月２４日（日）に第３７



回扶桑町走ろう会が木曽川緑地公園で開催されます。８時４５分にまで

に教育委員さんの集合をお願いします。 

 文化会館では開館２５周年記念行事の一環として、１１月３０日（土）

にＮＨＫ公開録音「ラジオ深夜便のつどい in扶桑」が行われます。 

 １２月７日（土）に第１４回愛知兼市町村対抗駅伝競争大会が愛・地

球博記念公園（愛知万博公園）で開催されます。練習を積み重ねてきて

おります。健闘を祈りたいと思います。 

４．報告・連絡事項 

 丹葉地方教育事務協議会１０月会議がありまして、先ほど指導主事か

ら説明がありましたように①令和２年度丹葉事務協教職員人事異動方

針が示され、②令和２年度小中学校入学式等儀式日程、③令和２年度丹

葉事務協事業計画、④令和２年度丹葉事務協予算概案などが承認されま

した。 

 儀式日程の補足ですが、犬山市が聖火ランナーを出すということで聖

火が走る日が４月６日（月）小学校入学式と重なっているため、犬山市

教育長から特別に何年に一度あるかないかということと、当日は、車山

を出し子どもたちも参加するため、日にちをずらすお願いがありまし

た。犬山市だけが違う日程で行われますのでご承知ください。 

 中学校の空調工事が終わりまして、冬には稼働する予定です。 

 火災予防運動が１１月９日（土）から１１月１５日（金）まで実施さ

れます。 

 最後に、メモ帳にも書きましたが１０月１０日に弥富町総合者会教育

センターで都市・町村教育長合同会議が開催されまして、県教委より、

様々な依頼がありましたので紹介します。 

・「若者・外国人未来応援事業」：高等学校卒業程度認定試験の合格をめ  

 ざす学習支援事業です。 

・「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という理念を学校   

 と社会が共有化するというコミュニティスクールと地域学校協働活  

 動の一体的推進についての説明がありました。扶桑町では、先ずは扶 

 桑中学校区で手探りのスタートをします。はじめの一歩を踏み出すの  

 は大変だと思いますが、「地域とともにある学校」をめざしていきた 

 いと思います。今後少子化も考えられます。地域の力を生かして、扶 

 桑町の未来の子どもたちの育成に貢献したいと思います。 

・会計年度任用職員が制度化されます。臨時・非常勤職員の処遇につい 

 ての制度でそのため扶桑町でもいろいろ検討もされています。 

・オリンピック愛知県の聖火リレーについての説明もありました。 

 あと、話題として防災対策についてお願いします。この頃中の水害な 



どのニュースを見ますとこの地区でも以前より水害の警戒レベルが 

高くなってきています。今後、避難場所である学校についてのどのよ 

うにしたらよいか見直し必要になると思います。 

 私からは、以上です。 

 

  

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長 

  次に（１）行事予定表についてお願いします。 

別紙５をご覧ください。［別紙５説明］ 

 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

教育委員 
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教育長 

 

 

 

指導主事 

その他、何かございますか。 

テレビなどで取り上げられています教員のいじめ等ハラスメントについて調

査などされていますか。企業などでハラスメントについて研修が行われていま

すが、先生方は相談できる窓口はありますでしょうか。 

各校長先生方がいじめ不祥事等に特化した教職員との面談を毎年設定し

て行われています。面談を通して、そういった思いがあれば、校長先生方が

環境を整備されています。今の段階で、扶桑町の学校の様子を見ております

と話しやすい雰囲気があります。定期的な悩み等の相談を行っているからだ

と思います。また、愛知県総合教育センターに教職員の相談窓口や他の相

談窓口について教職員には定期的に案内をしておりますので先生方もそう

いう機関は承知されていると思います。 

今、管理職に求められるものが高くなってきております。本日の校長会議

でも新聞等マスコミにも取り上げられています「教員によるいじめ事件」や「大

川小学校の判決」など、日常の校長・教頭の監督責任について話題にもあげ

る予定でおります。 

ありがとうございました。その他、ございますでしょうか。ないようですので、

以上で１０月定例教育委員会を閉会します。 

 

 


